
 

第 748 回 通関協議会（本関地区） 

 

１． 日時 令和３年１２月７日（火） １４時～ 

 

２． 場所 日本関税協会 横浜支部 事務室（オンライン実施） 

 

３． 議題等 横浜税関からの説明 

 

(1) 第 55回通関士試験の結果について【資料 1】 

伊藤 首席通関業監督官 

 

(2) 令和 3年「年末特別警戒期間」における協力依頼について【資料 2】 

(3) 年末年始における通関手続について【資料 3】 

(4) 横浜税関山下分庁舎の停電作業に伴う業務部特別通関部門の業務に 

ついて【資料 4】 

     堀籠 管理課長 

 

(5) 令和 4年中の延滞税等の割合【資料 5】 

     鈴木 収納課長 

 

(6) HS2022改正について【資料 6】 

勅使河原 首席関税監査官 

 

(7) 地域的な包括的経済連携（ＲＣＥＰ）協定の発効について【資料 7】 

阿部 原産地調査官 

 

(8) 原産地規則利用調査の実施について【資料 8】 

小嶋 次長 

 

 

４．連絡事項等 

 



 

 

 
第５５回通関士試験の結果について  

 
令和３年１０月３日（日）に実施された第５５回通関士試験の結果の概要は、下記のとおりです

（一部税関 HP から抜粋）。  
記  

１．受験者数・合格者数等  （単位：人、％）  

 願書提出者数  受験者数  合格者数  合格率  

第 55 回  前年比  第 55 回  前年比  第 55 回  前年比  第 55 回  第 54 回  

全科目受験者  8,126  103.7%  6,225  104.9%  928  108.3%  14.9%  14.4%  

２科目受験者  644  91.1%  549  91.5%  58  46.8%  10.6%  20.7%  

１科目受験者  202  90.2%  186  88.2%  110  69.2%  59.1%  75.4%  

合計  8,972  102.3%  6,960  103.2%  1,096  96.1%  15.7%  16.9%  

 

２．合格基準  

試験科目  合格基準  

通関業法  満点の６０％以上  

関税法等  満点の６０％以上  

通関書類の作成要領その他通関手続の実務  満点の６０％以上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 12月 

本関地区通関協議会 

業務部 首席通関業監督官 



（参考１）第５５回通関士試験実施税関別受験者数等   
 

税関 試験地 願書提出者数 受験者数 合格者数 合格率 

函館税関 北海道 153 126 16 12.7% 

東京税関 3,332 2,470 393 15.9% 

 新潟 114 82 8 9.8% 

東京 3,218 2,388 385 16.1% 

横浜税関 1,040 782 134 17.1% 

 宮城 173 129 22 17.1% 

神奈川 867 653 112 17.2% 

名古屋税関 1,181 983 140 14.2% 

 静岡 211 165 24 14.5% 

愛知 970 818 116 14.2% 

大阪税関 大阪 1,416 1,122 175 15.6% 

神戸税関 1,068 860 142 16.5% 

 兵庫 753 601 109 18.1% 

広島 315 259 33 12.7% 

門司税関 福岡 569 440 69 15.7% 

長崎税関 熊本 129 103 14 13.6% 

沖縄地区税関 沖縄 84 74 13 17.6% 

合 計 8,972 6,960 1,096 15.7% 

 
（参考２）過去 10年の通関士試験受験者数、合格率等の推移 

区分 願書提出者（人） 受験者（人） 受験率（％） 合格者（人） 合格率（％） 
平成 24 年（第 46 回） 11,544 8,972 77.7 769 8.6 
平成 25 年（第 47 回） 11,340 8,734 77.0 1,021 11.7 
平成 26 年（第 48 回） 10,138 7,692 75.9 1,013 13.2 
平成 27 年（第 49 回） 10,018 7,578 75.6 764 10.1 
平成 28 年（第 50 回） 9,285 6,997 75.4 688 9.8 
平成 29 年（第 51 回） 8,627 6,535 75.8 1,392 21.3 
平成 30 年（第 52 回） 8,491 6,218 73.2 905 14.6 
令和元年（第 53 回） 8,661 6,388 73.8 878 13.7 
令和２年（第 54 回） 8,770 6,745 76.9 1,140 16.9 
令和３年（第 55 回） 8,972 6,960 77.6 1,096 15.7 

第 1 回～55 回計 448,805 327,998 73.1 50,483 15.4 
 



特に以下の事例がありましたら情報提供をお願いいたします。 

・通常、あまり見かけない海域・時間帯で漁船・プレジャーボートが停泊している。 

・夜間、沖合い・船舶に向かってライト等でシグナルを送っている。 

・乗組員が埠頭内に手荷物を置き去りにした。 

・通関を異常に急いだり、頻繁に検査状況等を問い合わせてくる輸入者がいる。 

・インボイス等へ記載されているものと異なる貨物がある。 

・同一貨物のなかに異なるマーク・目印を付している貨物がある。 

・輸入中古自動車、船舶等に、何かを隠し入れるために改造したような不自然な跡 
（二重底など）がある。   等 

 
「あやしいな・おかしいな」と思ったらすぐ通報  詳しくはWEBサイトで！  

              
 
 

フリーダイヤル    シ  ロ  イ    ク  ロ  イ 

密輸ダイヤル ０１２０－４６１－９６１ 
    メールアドレス E-mail: yokohama-mitsuyu110@customs.go.jp  

 

 

令和 3年 12月 

 

横 浜 税 関 
 

令和３年 「年末特別警戒期間」における協力依頼について 

 

 平素から税関行政に対し、深いご理解と多大なご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 税関では不正薬物、金地金及びテロ関連物資等の不正輸入の取締りを最重要課題として位置

づけ、取締関係機関と連携しながら全力をあげて水際取締りに取り組んでおります。 

特に、年末においては輸出入貨物や郵便物が増加し、これに便乗した密輸事犯の増加が懸念

されることから、下記のとおり「年末特別警戒期間」を設定し、水際での取締りを強化いたし

ます。期間中、職務質問や検査等の頻度が増加することになりますが、ご協力を賜りますよう

お願いいたします。 

また、不正輸入に係る情報はもとより、貨物、人、船舶、取引態様等について、不自然、不

審と思われる点がございましたら、どんな些細なことでも結構ですので、最寄りの税関官署又

は下記の連絡先までご提供頂きますようご協力をお願いいたします。 

 

記 

 実施期間：令和 3年 12月 7日（火）～令和 3年 12月 16日（木） 

 

検索 

👆👆 
 

税関 密輸 

密輸110番 
メールアドレス 

2021年12月7日 

本関地区通関協議会資料 

横浜税関業務部管理課 

 



横 浜 税 関

年 末 特 別 警 戒
令和3年12月7日(火)～12月16日(木)

横浜税関では
覚醒剤等の不正薬物、金地金及びテロ関連物品等の
密輸に対する水際取締りを一層強化しています。

【密輸情報の提供のお願い】
密輸防止には皆様の情報提供が大きな力となります。

身の回りで 「不審な貨物」 や 「怪しい言動をする不審者」
などを目にした際には税関密輸情報窓口に通報をお願いします。

「あやしいな・おかしいな」 と思ったらすぐ通報！
詳しくはWEBサイトで！

税関 密輸 検索

密輸110番
メールアドレス

フリーダイヤル シ ロ イ ク ロ イ

密輸ダイヤル ０１２０－４６１－９６１
E-mail: yokohama-mitsuyu110@customs.go.jp



 
 

令和３年１２月 

横浜税関業務部 

 

関係者 各位 

 

年末年始における通関手続について 

 
 日頃から税関行政に格別のご理解、ご協力を賜り、深く感謝を申し上げます。 
 
本関地区（本関、大黒埠頭出張所、本牧埠頭出張所）及び川崎地区（川崎税関

支署、川崎税関支署東扇島出張所）における年末年始の通関手続については、別

添資料に記載のとおり、業務部特別通関部門が監視部取締部門と連携して行う

こととなります。 
各事業者の皆様におかれましては、年末年始における通関の予定がございま

したら、前広に情報提供いただきますようお願い申し上げます。あわせて、より

円滑な通関に資する観点から、予備申告制度の積極的な利用についてもご検討

いただければ幸いです。 
具体的な連絡先につきましては、別添資料をご確認ください。 
 
※ 予備申告を行うことが可能となる時期は、輸入申告（本申告）予定日における外

国為替相場が公示された日又は船荷証券が発行された日のいずれか遅い日とな

ります。 

2021年12月7日 

本関地区通関協議会資料 

横浜税関業務部管理課 

 



令和 3 年 11 月 25 日 

関係各位 

横 浜 税 関 

年末年始における税関業務のお知らせ 

年末年始期間中（令和 3年 12月 29日（水）から令和 4年 1月 3日（月）まで）の税関業務に

ついては、下記のとおり取り扱うこととしておりますので、お知らせします。 

１．監視取締関係業務 

（１）本関 監視部分庁舎（大さん橋窓口）においては、通常どおり窓口業務を行います。 

（２）千葉税関支署 通常どおり窓口業務を行います。 

（３）川崎税関支署 監視部分庁舎（大さん橋窓口）において業務処理を行います。 

（問い合わせ先） 

監視部取締部門（０４５－２１２－６０７０） 

（４）その他の官署 全日閉庁します。 

（注１）期間中において業務が発生する場合は、（別紙）「年末年始期間中にお

ける連絡先」にご連絡をお願い致します。 

（注２）事前に予定が判明している場合は、12月 28日（火）17時 00分まで

に手続き予定の税関官署にご連絡いただきますようお願い致しま

す。 

（別添）



２．通関関係業務（国際郵便物業務を除く。）及び保税関係業務 

（１）本関 本関地区（本関、大黒埠頭出張所、本牧埠頭出張所）及び川崎地区（川崎税関支署、

川崎税関支署東扇島出張所）の管轄内に蔵置されている貨物に係る業務は、以下の

とおり、業務部特別通関部門と監視部取締部門が連携して対応致します。 

（問い合わせ先） 

業務部特別通関部門（０４５－２１２－６１１５、６１６３） 

監視部取締部門    （０４５－２１２－６０７０） 

 通関関係業務 保税関係業務 

12月 29 日（水）～

12月 31 日（金） 

業務部特別通関部門において業務処理を行います。（8時 30分

から 17時 00分） 

１月１日（土） 閉庁（緊急の業務要請がある場合は、監視部取締部門にご連

絡をお願い致します。） 

１月２日（日） 

 

事前の業務要請があった場合に業務処理を行います。12月 31

日 17 時 00 分までは業務部特別通関部門にご連絡をお願い致

します（それ以降に緊急の業務要請がある場合は、監視部取

締部門にご連絡をお願い致します。）。 

１月３日（月） 業務部特別通関部門において業務処理を行います。（8時 30分

から 17時 00分） 

 

 

 

取扱業務 

 

 

 

 

 

○輸出入申告（積戻し申告、

蔵・移・総保入承認申請を

含む。） 

○輸出許可後の許可内容変更 

○開庁時間外の執務を求める

届出 

○輸入申告に係る収納事務 

（担保業務を除く。） 

 

○保税運送承認 

○保税運送到着確認 

○事故確認 

○積卸コンテナリスト通関 

○見本一時持出許可 

○貨物取扱許可・届 

○指定地外貨物積卸許可 

○開庁時間外の執務を求める

届出 

（１）申告（申請等）方法等に関する詳細又は不明な点等については、 

12月 28日（火）17時 00分までに、     

・通関関係は業務部通関総括第１部門   （０４５－２１２－６１５０）、 

   ・保税関係は監視部保税取締部門保税窓口（０４５－２１２－６１２６）、 

     にお問い合わせいただきますようお願い致します。 

（２）本関以外の官署に既に予備申告をされている貨物等、業務部特別通関部門

においてお取り扱いできない場合がありますので、事前に予定が判明して

いる場合は、12月 28日（火）17時 00分までに手続き予定の税関官署にご

連絡いただきますようお願い致します。 

（２）大黒埠頭出張所 

本牧埠頭出張所 

川崎税関支署 

川崎税関支署 

東扇島出張所 

全日閉庁します。 

管轄内に蔵置されている貨物に係る業務は、上記「（１）本関」のとおり、業務部

特別通関部門と監視部取締部門が連携して対応致します。 

 

 



（３）その他の官署 全日閉庁します。 

（注１）期間中において業務が発生する場合は、（別紙）「年末年始期間中における

連絡先」にご連絡をお願い致します。 

（注２）事前に予定が判明している場合は、12 月 28日（火）17時 00分までに手

続き予定の税関官署にご連絡いただきますようお願い致します。 

３．国際郵便物業務 

川崎東郵便局内に蔵

置されている郵便物 

 

○川崎外郵出張所 

期間中に国際郵便に係る輸出入申告を予定されている方は、以下の問い合わせ先ま

でご連絡をお願い致します。 

（問い合わせ先） 

川崎外郵出張所特別通関部門（０４４－２７０－５７７４） 

日本郵便㈱川崎東郵便局  （０４４―５８９―６７０８） 

４．その他  

 ・自由化申告を予定されている場合は、申告官署及び蔵置官署双方の開庁時間内に、申告官署へ事前に

ご連絡をお願い致します。 

・あらかじめご連絡いただいていた業務が事前に終了した場合又は業務内容に変更が生じた場合には、 

その旨を、連絡いただいていた税関官署までご連絡いただきますようお願い致します。 

 



(別　紙）

０９０-２２２４-８５１５ （監視関係業務）

０９０-５５２０-３０１４ （保税関係業務）

０９０-３２２４-１９０４ （通関関係業務）

０９０-７２３５-９９５１ （監視及び保税関係業務）

０９０-３２２４-１９０５ （通関関係業務）

気仙沼出張所 ０９０-３２２４-１９０６

仙台空港税関支署 ０９０-３２２０-７８０１

０９０-８０３５-４０７７ （監視及び保税関係業務）　※12/29(水)～12/31(金)

０９０-８０３５-４０７８ （監視及び保税関係業務）　※1/1(土)～1/3(月)

０９０-３２２４-１９０３ （通関関係業務）

相馬出張所 ０９０-１６９１-１７３６

福島空港出張所 ０９０-７４２２-９１８７

０９０-３２２０-７８５９ （監視関係業務）

０９０-１６９８-２３６０ （保税関係業務）

０９０-１０４１-８４８５ （通関関係業務）

日立出張所 ０９０-１６９１-１６９３

つくば出張所 ０９０-４８２５-７３２３

茨城空港出張所 ０９０-４６２０-０１１５

０９０-４６２０-０１０４ （通関関係業務）

０９０-８０３５-４０４１ （監視及び保税関係業務）

三崎監視署 ０９０-４６２０-０１０６

宇都宮出張所 ０９０-４８２５-２７９８

川崎外郵出張所
　（国際郵便物の輸出入申告に係る業務）
　 特別通関部門
 　０４４-２７０-５７７４

千葉税関支署
０４３-２４１-７０２１
０９０-３２２４-１４００

横須賀税関支署

石巻出張所

鹿島税関支署

小名浜税関支署

千葉税関支署
　船橋市川出張所
　木更津出張所
　姉崎出張所
　銚子監視署

（監視関係業務）
監視部取締部門
０４５-２１２-６０７０

（通関及び保税関係業務）
業務部 特別通関部門
０４５-２１２-６１１５、６１６３
　12/29(水)、12/30(木)、12/31(金)、1/3(月)　　8時30分～17時00分
※上記以外の時間帯については監視部取締部門へご連絡をお願い致します。

川崎地区

　　川崎税関支署
　　川崎税関支署東扇島出張所

年末年始期間中（12/29(水)～　1/3(月））における連絡先

本関地区

　　本関
　　大黒埠頭出張所
　　本牧埠頭出張所

（監視関係業務）
監視部取締部門
０４５-２１２-６０７０

（通関及び保税関係業務）
業務部 特別通関部門
０４５-２１２-６１１５、６１６３
　12/29(水)、12/30(木)、12/31(金)、1/3(月)　　8時30分～17時00分
  ※上記以外の時間帯については、監視部取締部門へご連絡をお願い致します。

仙台塩釜税関支署



令和 3年 12月 

 

関係各位 

 

横浜税関業務部 

 

横浜税関山下分庁舎の停電作業に伴う業務部特別通関部門の業務について 

 

令和 3年 12月 12日（日）、横浜税関山下分庁舎の停電作業に伴い、業務部

特別通関部門の業務は、下記のとおり、横浜税関監視分庁舎にて行います。 

NACCSを利用した輸出入申告等につきましては、通常どおりのあて先官署・

部門コードとなります。 

当日、お電話、来庁される場合はご留意ください。 

 

記 

 

日時：令和 3年 12月 12日（日）8：30～17：00 

電話：045-212-6077 

場所：横浜税関監視分庁舎（横浜市中区海岸通 1-1） 

 

 

以上 

2021年12月7日 

本関地区通関協議会資料 

横浜税関業務部管理課 

 



８．８％
平均貸付割合0.4％　＋　1％ ＋　7.3％

令和4年1月1日から同年12月31日までの延滞税等の割合について

本則
　　　特　例 　【現行】
    　 　（令和２年度改正（関税法附則第３項～第６項関係））

令和４年

平均貸付割合
0.4％

（参考）
令和３年

平均貸付割合
0.5％

２．５％
平均貸付割合0.4％　＋　1％ ＋　1％

【延滞税特例基準割合】（※１）

延 滞 税

内　容

法定納期限を徒過
し履行遅滞となっ
た納税者に課され
るもの

　②国税通則法

　　　　第60条第2項（延滞税の割合）、第58条第1項（還付加算金の割合）

　③租税特別措置法

　　　　第94条第1項（延滞税の割合の特例）、第95条（還付加算金の割合の特例）

　④地方税法

　　　　第72条の100第2項（貨物割に係る延滞税）、第72条の104第3項（貨物割に係る還付加算金）、第72条の106第1項（貨物割に係る延滞税の計算）、同条第2項（貨物割に係る還付加算金の計算）

（※１）　「延滞税特例基準割合」　：　平均貸付割合に、年１パーセントの割合を加算した割合をいう。（関税法基本通達12-1(3)）
（※２）　「還付加算金特例基準割合」　：　平均貸付割合に、年０．５パーセントの割合を加算した割合をいう。（関税法基本通達13-3(4)）

＜根拠法令＞
　①関税法

　　　　第12条第1項（延滞税の割合）、第13条第2項（還付加算金の割合）、附則（昭29.4法61）第3項（延滞税の割合の特例）（※１）、 第5項（還付加算金の割合の特例）（※２）

　

還付加算金
国から納税者への過誤納
金の還付等に付される利息 ７．３％ ０．９％ １．０％

平均貸付割合0.4％　＋　0.5％

納期限の翌日から２か月を
経過する日まで
（納期限後２ヶ月以内について
は、早期納付を促す観点から
低い利率）

７．３％ ２．４％

【還付加算金特例基準割合】（※２）

【延滞税特例基準割合】（※１）
納期限の翌日から２か月を
経過する日後 １４．６％ ８．７％

令和３年１２月７日

横浜税関業務部収納課
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税関 Japan Customs

https://www.customs.go.jp/index.htm

関税局‧ 
税関について

全国の税関 お問合せ 密輸情報提供

文字サイズ

法令‧政策等 

について調べたい

水際の取締 

について調べたい

貿易統計 

について知りたい

AEO制度 

について調べたい

海外旅行の手続き 

を知りたい

輸出入の手続き 

を調べたい

品目分類 

について調べたい

原産地規則 

について知りたい

関税評価 

を調べたい

税関手続FAQ 

を確認したい

新着情報 全国の税関の動き

本文へ 標準 拡大 English

サイトマップ

注目のキーワード

● ● ●

税関ホームページリニューアル

のお知らせ

災害関連情報

最近増えている問合せについて

税関の名をかたった詐欺に注

意！

注文した品物が海外から届かな

い

税関150周年記念事業

重要なお知らせ 新型コロナウイルス感染症関連情報

ご質問に

チャットボットで

お答えします
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https://www.customs.go.jp/zeikan/introduction.htm
javascript:void(0);
https://www.customs.go.jp/question1.htm
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https://www.customs.go.jp/news/news/saigai.htm
https://www.customs.go.jp/news/news/toiawase_index.html
https://www.customs.go.jp/news/news/oshirase/caution201203.htm
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品⽬分類

https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/item_classification.htm

関税局‧ 
税関について

全国の税関 お問合せ 密輸情報提供

文字サイズ

主要コンテンツへアクセスする

実行関税率表 関税率表解説‧分類

例規

関税分類のための資

料を検索する

事前教示回答（品目

分類）を検索する

品目分類のコンテンツ一覧

本文へ 標準 拡大 English

サイトマップ

ホーム 輸出入手続 品目分類

品目分類

2021年11月8日 HS2022改正ページを新設しました

2021年9月24日 「HS2022年改正に係る説明会」受付開始のご案内お知らせ
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HS2022改正について : 税関 Japan Customs

https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/classification/hs2022.html

関税局‧ 
税関について

全国の税関 お問合せ 密輸情報提供

文字サイズ

現在位置： ホーム > HS2022改正について

  令和４年（2022年）1月１日より、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約（HS条約）の改正（HS2022改正）が実施されます。これに伴い、関税定

率法等の法令、輸出入統計品目表の改正が同日より施行されます。

「HS2022年改正に係る説明会」開催のお知らせ

関税定率法等の一部を改正する法律（令和3年法律第12号）

輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 （令和3年財務省告示第267号）

相関表　(HSコード６桁の移行関係： WCO　HP) (注)

相関表（HS2022 / HS2017）

相関表（HS2017 / HS2022） 

（注）相関表（correlation table）は、HS2022改正に伴う HS コードの変更に関して、WCO（世界税関機構）事務局が作成した新旧 HS 品目表（HS2017/HS2022）の相関表

です。この表（正誤表を含む。）は、HS条約改正（HS2022改正）の円滑な実施のために参考として作成されたものであり、法的効力を有するものではありません。あくまで

参考としてご利用ください。

HS2022改正についてご質問がある場合には、下記アドレスにご連絡ください。

いただいた主な質問に対し、後日掲載するFAQにて回答いたします。

tyo-gyomu-hs2022kaisei@customs.go.jp

税関のPR活動
税関イメージキャラクター

カスタム君

本文へ 標準 拡大 English

サイトマッ

プ

HS2022改正について

説明会

改正資料

参考資料

HS2022改正についてのご質問

税関Twitterガイドライン

関税局‧ 

税関について

税関TOP

関税局‧ 

税関の組織

関税中央分析所

税関研修所

採用情報

通関士試験

全国の税関

函館

東京

横浜

名古屋

大阪

神戸

法令‧政策等 

について調べた

い

所管法令等

審議会‧研究会

政策一覧

経済連携協定

（EPA/FTA）

スマート税関構

想2020

水際取締につい

て調べたい

水際取締トップ

水際取締対策

輸出入禁止‧規

制品目

知的財産侵害物

品の取締り

貿易統計につい

て調べたい

貿易統計トップ

ページ

貿易統計検索

統計表一覧

報道発表資料

（貿易統計）

よくある質問

（貿易統計）

AEO制度につい

て調べたい

AEO制度トップ

AEO承認（認

定）を受けるに

は

AEO事業者専用

ページ

認定事業者
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関税率表解説及び分類例規の改正等について（令和3年11⽉30⽇財関第866号、第867号） : 税関 Japan Customs

https://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/2021tsutatsu/2021tsutatsu867/index.html

関税局‧ 
税関について

全国の税関 お問合せ 密輸情報提供

文字サイズ

現在位置： ホーム > 所管法令等一覧（含む改正） >法律等改正(通達) > 関税率表解説及び分類例規の改正等について（令和3年11月30日財関第866号、第867

号）

（令和3年11月30日財関第866号、第867号）

本文

関税率表解説の制定及び廃止について（令和3年11月30日財関第866号） [PDF;94kb]※

分類例規の一部改正について（令和3年11月30日財関第867号） [PDF;96kb]

※関税率表解説については、ファイル容量の都合により、別紙（改正後の関税率表解説全体）に代えて改正箇所に

係る新旧対照表（下記、参考欄参照）を掲載しています。新旧対照表の内容を反映した各類の関税率表解説は、令

和４年（2022年）1月1日に下記URLに掲載予定です。

　　https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/index.htm

別紙

新旧対照表（国際分類例規） [PDF;411kb]

新旧対照表（国内分類例規） [PDF;604kb]

参考

新旧対照表（関税率表解説） [PDF;2,323kb]

改正の概要 [PDF;134kb]

本文へ 標準 拡大 English

サイトマッ
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経済連携協定（FTA/EPA）

税関相互支援協定（CMAA）

税関手続き

手続案内［e-Gov（イーガブ）へ］

各種様式及び記載要領

その他
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関税局・
税関について

全国の税関 お問合せ 密輸情報提供

文字サイズ

現在位置： ホーム > 地域的な包括的経済連携（RCEP）協定の発効について 

2021年11月3日

　本年11月2日までにRCEP協定を発効させるための要件が整い、同日までに批准書等の寄

託が完了した日本、中国、オーストラリア、ニュージーランド、ブルネイ、カンボジア、ラオス、シ

ンガポール、タイ及びベトナムの１０か国の間で、2022年1月1日に発効することとなりました。

詳細につきましては、以下のページ（外務省報道発表へのリンク）をご覧ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009162.html【外務省HP】

　財務省・税関としては、円滑な協定の実施に向けて事業者の方向けの説明会等を実施して

まいります。詳細については、追ってお知らせいたします。

本文へ 標準 拡大 English
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地域的な包括的経済連携（RCEP）協定の発効について : 税関 Japan Customs

http://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/news/rcep_20211103.html



令和 3 年 11 月 

横浜税関業務部 

原産地規則利用調査の実施について 
 

平素より、税関行政に対して御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。 

税関では、経済連携協定（EPA）及び一般特恵関税制度（GSP）に基づく特恵関税の

適正かつ円滑な適用を目指して、原産地規則の適正な運用の確保に取り組んでおりま

す。最初の日シンガポール EPAの発効から約 20年が経過し、現在 19の経済連携協定

に基づく特恵関税の適用が可能となっており、我が国と複数の EPAを締結した国も存

在します。そして、令和 4（2022）年 1月に地域的な包括的経済連携（RCEP）協定が

発効する予定です。 

横浜税関業務部といたしましては、輸入者の皆さまの原産地規則の利用状況や

RCEP 協定の利用予定を把握させていただくことで、原産地規則の運用に係るサービ

ス向上、特恵関税利用者の利便性向上のために活用させていただきたい、と思います。 

つきましては、下記のとおり『原産地規則利用調査』を実施いたしますので、調査

にご協力頂きますようお願いします。 

 

記 

 

≪調査の方法について≫ 

 

横浜税関ホームページ内の下記アドレスにおいて、原産地規則利用調査票データ

（質問票・回答様式）の配付を行っております。ダウンロードの上、質問票の設問

を確認しながら回答様式にご入力ください。ご入力いただいた回答様式データを当

関の回答先メールアドレスに送付いただくことにより、調査は完了となります。 

 

≪調査票配付ページのアドレスについて≫ 

 

下記リンク先において、原産地規則利用調査票データの配付

及び回収先のご案内を行っております。本調査にご協力頂ける

事業者様におかれましては、下記アドレスをご訪問頂きますよ

うお願いいたします（右のＱＲコードも利用できます）。 

 

調査票配付ページアドレス： 

https://www.customs.go.jp/yokohama/tsukankankei/enquete-top.pdf 

 

以上 

■本調査に関するお問い合わせ先 

 横浜税関業務部通関総括第 1部門 045-212-6150 

■原産地規則に関するお問い合わせ先 

 横浜税関業務部原産地調査官   045-212-6174 

QRコード 

https://www.customs.go.jp/yokohama/tsukankankei/enquete-top.pdf


令和 3 年 11 月 

横浜税関業務部 

 

原産地規則利用調査の実施について 

（調査票配付ページ） 

 

平素より、税関行政に対して御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。

また、今般の原産地規則利用調査に御協力いただき、重ねて御礼申し上げます。 

つきましては、下記の手順に沿って調査への回答をお願いいたします。 

 

記 

 

≪手順①：調査票（質問票）のダウンロード≫ 

 

下記リンク先から、PDF『【輸入者向け】横浜税関業務部 原産地規則利用 調

査票（質問票）』（ファイル名：enquete-qform.pdf）をダウンロードの上、ご自身

の端末のデスクトップ等に保存して下さい。 

 

https://www.customs.go.jp/yokohama/tsukankankei/enquete-qform.pdf 

 

≪手順②：調査票（回答用紙）のダウンロード≫ 

 

下記リンク先から、エクセル『【輸入者向け】横浜税関業務部 原産地規則利用 

調査票（回答用紙）』（ファイル名：enquete-aform.xlsx）をダウンロードの上、

ご自身の端末のデスクトップ等に保存して下さい。 

 

https://www.customs.go.jp/yokohama/tsukankankei/enquete-aform.xlsx 

 

≪手順③：調査へ回答≫ 

 

上記①の PDF の質問票に対する回答を、上記②のエクセルの回答用紙に入力し

て下さい。全ての質問に対する回答を入力いただいたら、回答用紙の内容を保存

の上、エクセルを終了して下さい。 

 

 

 

 

 

（次ページに続く） 

https://www.customs.go.jp/yokohama/tsukankankei/enquete-qform.pdf
https://www.customs.go.jp/yokohama/tsukankankei/enquete-aform.xlsx


 

≪手順④：調査票（回答用紙）の送付≫ 

 

上記③の保存が終了したエクセルの回答用紙を電子メールに添付の上、下記メ

ールアドレスまで送付して下さい。 

 

調査票回答先メールアドレス：yok-gyomu-enquete@customs.go.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考：税関ホームページのご案内≫ 

 

調査票への回答入力に際して、下記ホームページも参照して下さい。 

 

◆税関ホームページ「経済連携協定（EPA/FTA）ページ」 

 

http://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/fta-epa_index.htm 

 

◆税関ホームページ「原産地規則ポータル」 

 

https://www.customs.go.jp/roo/index.htm 

 

◆横浜税関ホームページ 

 

https://www.customs.go.jp/yokohama/ 

 

以上 

■本調査に関するお問い合わせ先 

 横浜税関業務部通関総括第 1部門 045-212-6150 

■原産地規則に関するお問い合わせ先 

 横浜税関業務部原産地調査官   045-212-6174 

◆調査票の回収は随時受け付けておりますが、次回の集計は 

 

令和３（２０２１）年１２月１７日（金） 

 

を予定しております◆ 

mailto:yok-gyomu-enquete@customs.go.jp
http://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/fta-epa_index.htm
https://www.customs.go.jp/roo/index.htm
https://www.customs.go.jp/yokohama/
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